
○越谷市市民参加による公園等の維持管理に関する要綱 

平成１９年３月２３日 

告示第１０４号 

改正 平成２９年３月３１日要綱第１３１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民が公園等及び公園施設の維持管理に参加するこ

とにより、市民と行政の協働によるまちづくりを推進し、安全かつ快適

に利用できる公園等の環境づくりに資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱で「公園等」とは、市が都市公園法（昭和３１年法律第

７９号）の規定により設置する都市公園及び市が管理する児童遊園、緑

道、緑地等をいう。 

２ この要綱で「公園施設」とは、都市公園法第２条第２項各号（第５号

及び第６号を除く。）に規定する施設で、公園等に設けられているもの

をいう。 

３ この要綱で「公園等維持管理団体」とは、次条の登録を受けた団体を

いう。 

（登録） 

第３条 公園等及び公園施設の維持管理に参加しようとする団体は、市長

の登録を受けるものとする。 

２ 前項に規定する団体は、次に掲げる団体とする。 

（１） 市内の自治会又はその附属団体 

（２） 市内で主たる活動を行うボランティア団体 

（３） その他市長が認める団体 

３ 第１項の登録の期間は、３年とする。ただし、当該期間が満了する時

点において、登録を受けた団体から解散等の申出がない場合は、更に３

年登録の期間を延長するものとし、以後同様とする。 



（登録の届出） 

第４条 前条第１項の登録を受けようとする団体は、越谷市公園等維持管

理団体設立届出書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添付し、市長に

提出するものとする。 

（１） 越谷市公園等維持管理団体構成員名簿（第２号様式） 

（２） 越谷市公園等維持管理活動計画書（第３号様式） 

２ 前項各号に掲げるもののほか、前条第２項第２号の団体にあっては、

その活動内容がわかる書類を添付するものとする。 

（登録の実施） 

第５条 市長は、前条の規定による登録の届出があったときは、次条の規

定に該当する場合を除き、越谷市公園等維持管理団体管理簿に登録する

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、登録の申請者に承認証

（第４号様式）を交付するものとする。 

（登録の基準） 

第６条 市長は、第４条の規定による登録の届出が次の各号のいずれかに

該当するときは、その登録を行わないものとする。ただし、市長が特に

認めるときは、この限りでない。 

（１） 団体の構成員が３人未満のとき。 

（２） 公園等の環境を保持する活動予定となっていないとき。 

（３） その他市長が公園等の維持管理活動に参加する団体として不適

当と認めるとき。 

（維持管理活動） 

第７条 公園等維持管理団体が行うことができる公園等及び公園施設の維

持管理に関する活動は、次に掲げるものとする。 

（１） 公園等の清掃活動 

（２） 公園等の除草活動 



（３） 公園施設の不具合箇所の連絡 

（４） その他市長が認める活動 

２ 公園等維持管理団体が、前項に規定する維持管理に関する活動を行う

際は、公園等の利用者及び公園施設に支障のないように行うものとする。 

（提出書類） 

第８条 公園等維持管理団体は、毎年度あらかじめ越谷市公園等維持管理

団体構成員名簿及び越谷市公園等維持管理活動計画書を提出するものと

する。 

２ 前項の規定による書類の提出期限は、当該年度の最初の活動前までと

する。 

（活動実績報告書） 

第９条 公園等維持管理団体は、越谷市公園等維持管理活動実績報告書（第

５号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の規定による書類の提出期限は、毎年度末までとする。ただし、

市長が認めるときは、この限りでない。 

（変更の届出） 

第１０条 公園等維持管理団体は、越谷市公園等維持管理団体設立届出書、

越谷市公園等維持管理団体構成員名簿及び越谷市公園等維持管理活動計

画書に記載した事項に変更が生じたときは、越谷市公園等維持管理団体

変更届出書（第６号様式）により、市長に届け出なければならない。た

だし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。 

（報告等） 

第１１条 公園等維持管理団体は、その活動中に事故が発生したときは、

直ちに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、公園等及び公園施設の適正な維持管理に必要があると認める

ときは、その必要な限度で、公園等維持管理団体に対し、報告をさせ、

又は指導を行うものとする。 



（登録の取消し） 

第１２条 市長は、公園等維持管理団体が次の各号のいずれかに該当する

ときは、第３条第１項の登録を取り消すことができる。 

（１） 第６条第１号から第３号までのいずれかに該当するに至ったと

き。 

（２） 正当な理由がないのに、維持管理活動を行わないとき。 

（３） 不正の手段により第３条第１項の登録を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該取

消しに係る団体の代表者に通知するものとする。 

（解散の届出） 

第１３条 公園等維持管理団体は、当該団体を解散するときは、速やかに

越谷市公園等維持管理団体解散届出書（第７号様式）により、届け出る

ものとする。 

（報酬） 

第１４条 公園等及び公園施設の維持管理活動に関する報酬は、無報酬と

する。 

（支給品） 

第１５条 市長は、公園等維持管理団体に対し、必要に応じて、鎌、軍手、

ごみ袋その他の公園等の維持管理に要する消耗品を支給するものとする。 

２ 公園等維持管理団体は、前項の規定により公園等の維持管理に要する

消耗品の支給を受けたときは、市長に対し受取書（第８号様式）を提出

するものとする。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、公園等及び公園施設の維持管理

に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

（登録期間の特例） 

２ 新規に登録する公園維持管理団体における最初の登録期間は、第３条

第３項の規定にかかわらず、当該公園維持管理団体の登録日から３年を

超えない３月３１日までとする。 

附 則（平成２９年要綱第１３１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の第３条第１項の規定により市長の登

録を受けている団体については、改正後の第３条第１項の規定により市

長の登録を受けたものとみなす。 


